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●わからないことや困ったことがあったら、すぐに家族や消費生活セン 

ターに相談しましょう。 
 

相談窓口の案内 

 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

        八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、 

戸畑窓口（☎８６１－０９９９）へご連絡ください。 

消費者ホットライン ☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 

みもりん まもりん 

２０２２年４月１日 成年
せいねん

年齢
ねんれい

は 

２０２２年 

４月１日 

から 

１８歳 ２０歳 

高校生で 

大人になる

のか！ 

すげーな！ 

法律
ほうりつ

（民法
みんぽう

）が改正
かいせい

され「成年
せいねん

」になる年齢
ねんれい

が 18歳
さい

になりました。 

成年
せいねん

になると未成年者
み せ い ね ん し ゃ

取消
とりけし

はできなくなります。 

 

成年になると親の同意なく契約できるようになります！ 

でも・・・ 
・年齢を理由に取消できなくなります 

（未成年者取消できなくなる） 

・自分で結んだ契約を守る責任を負わなくてはいけません 

 

 

来月号につづく 

２００４年４月２日～生まれは 

１８歳の誕生日に成年になります 


